
手話言語・障害者コミュニ
ケーション条例

 障害者情報アクセシビリティ
コミュニケーション施策推進法の
規定

 あいち障害者福祉プラン2021-2026
 計画期間の取組項目

2023年度（実績） 2024年度（実績） 2025年度（計画）

第７条（学校等の設置者の取組）

手話言語の普及のための学習
の機会を提供するよう努め
る。

①◆障害の特性に応じたコミュニ
　　ケーション手段を用いた授業の
　　実施
②◆福祉実践教室の開催
③◆出前授業の活用
④◆障害に応じた入出力支援機器の
　　整備

①聾学校において、早期の段階から保護者も含め、
聾幼児への意思疎通及び手話や発語・発音等のコ
ミュニケーション手段を学校生活全般において取り
扱った（5校）。
②③福祉実践教室の開催（小・中・高等学校等
1,288校）
④音声認識文字変換システム等の活用により、聴覚
障害のある幼児児童生徒への教育保障及び聴覚障害
のある保護者、職員への情報保障を行った(6校）。

①聾学校において、早期の段階から保護者も含め、
聾幼児への意思疎通及び手話や発語・発音等のコ
ミュニケーション手段を学校生活全般において取り
扱った（5校）。
②③福祉実践教室の開催（小・中・高等学校等
1,382校）
④音声認識文字変換システム等の活用により、聴覚
障害のある幼児児童生徒への教育保障及び聴覚障害
のある保護者、職員への情報保障を行った（6
校）。

①聾学校において、早期の段階から保護者も含
め、聾幼児への意思疎通及び手話や発語・発音
等のコミュニケーション手段を学校生活全般に
おいて取り扱う。
②③福祉実践教室の開催（小・中・高等学校
等）
④音声認識文字変換システム等の活用により、
聴覚障害のある幼児児童生徒への教育保障及び
聴覚障害のある保護者、職員への情報保障を行
う。

教職員の障害の特性に応じた
コミュニケーション手段に関
する知識及び技能の向上のた
めの研修を行うよう努める。

①◆校内における教職員向けコミュ
　　ニケーション手段に関する研修
　　の実施
②◆校外における手話言語、コミュ
　　ニケーション手段に関する研修
　　への教職員の参加
③◆障害特性別にコミュニケーショ
　　ン手段を理解する研修の実施
④◆障害の特性を学ぶ研修の実施

①②③④特別支援学校で実施する夏季休業中の校内
研修について、県内の幼稚園、小中学校、高等学校
及び他の特別支援学校へ広く案内し、教職員等に向
けた「ことばの遅れとことばの指導」や「発達障害
の理解と対応」などの研修が実施された（11講座実
施、252校566名が参加）。

①②③④特別支援学校で実施する夏季休業中の校内
研修について、県内の幼稚園、小中学校、高等学校
及び他の特別支援学校へ広く案内し、教職員等に向
けた「ことばの遅れとことばの指導」や「発達障害
のある子どもの理解と支援」などの研修が実施され
た（9講座実施、216校、436名が参加）。
①②③④外部専門家活用事業で手話通訳士や言語聴
覚士、大学教授等を招き、「手話講習」や「発音・
発語」「コミュニケーション」の指導方法等に関す
る研修を実施した（10校）。

①②③④引き続き、特別支援学校で実施する夏
季休業中の校内研修について、県内の幼稚園、
小中学校、高等学校及び他の特別支援学校へ広
く案内し、教職員の研修機会の拡充に努める。

保護者からの学校等における
障害の特性に応じたコミュニ
ケーション手段の利用に関す
る相談に的確に応ずるよう努
める。

①◆障害のある幼児児童生徒並びに
　　障害のある保護者への対応研修
　　の実施

①保護者からの相談があれば、必要に応じて合理的
配慮及びコミュニケーション手段についての助言等
を行った。

①保護者からの相談があれば、必要に応じて合理的
配慮及びコミュニケーション手段についての助言等
を行った。
・聾幼児教育相談の実施（聾教育に知見のある職員
による教育相談、言葉やかかわり方等の相談支援や
指導　5校、162人）

①保護者からの相談があれば、必要に応じて合
理的配慮及びコミュニケーション手段について
の助言等を行う。

第８条（施策の総合的かつ計画的な推進等）

手話言語の普及及び障害の特
性に応じたコミュニケーショ
ン手段の利用促進に関する施
策についての基本的な方針を
定める。 －

障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の両
計画を一体的にした「あいち障害者福祉プラン
2021-2026」において、情報アクセシビリティの向
上や意思疎通支援の充実についての施策の方向性を
定めている。

障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の両
計画を一体的にした「あいち障害者福祉プラン
2021-2026」において、情報アクセシビリティの向
上や意思疎通支援の充実についての施策の方向性を
定めている。

障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）
の両計画を一体的にした「あいち障害者福祉プ
ラン2021-2026」において、情報アクセシビリ
ティの向上や意思疎通支援の充実についての施
策の方向性を定めている。
次期あいち障害者福祉プランの策定に向けた基
礎調査を実施。（調査期間：10月から11月頃予
定）

手話言語の普及及び障害の特
性に応じたコミュニケーショ
ン手段の利用促進を総合的か
つ計画的に推進するために必
要な事項を定める。 －

施策を推進するために必要な
専門的事項について、愛知県
障害者施策審議会の意見を聴
く。

第８条
国及び地方公共団体は、障害者
による情報の取得及び利用並び
に意思疎通に係る施策を講ずる
に当たっては、障害者、障害児
の保護者その他の関係者の意見
を聴き、その意見を尊重するよ
う努めなければならない。

－

専門部会の開催
（6月23日、10月13日、12月18日 ）

専門部会の開催
（7月30日、12月16日）

専門部会の開催
（7月25日、12月15日を予定）

「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション支援」に関する取組一覧（2023年度～）

第９条
都道府県が障害者基本法第１１
条第２項に規定する都道府県障
害者計画を、策定し又は変更す
る場合には、当該計画がこの法
律の規定の趣旨を踏まえたもの
となるようにする。

資料１
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第９条（啓発及び学習の機会の確保）

・県は、県民が手話言語の普
及の重要性に対する理解を深
めることができるよう、手話
言語の普及に関する啓発を行
うよう努める。

①◆行政、企業、市民団体等が開催す
る手話講座、要約筆記・筆談講座への
講師の派遣

①行政、企業、市民団体等が開催する手話講座、筆
談講座への講師の派遣(39回)
〔愛知県聴覚障害者協会委託〕
①県職員向け手話講習会の開催(4回)、県職員向け
筆談講習会の開催(4回)、障害福祉課内での手話講
座の開催(週2回朝礼時)

①行政、企業、市民団体等が開催する手話講座、筆
談講座への講師の派遣(29回)
〔愛知県聴覚障害者協会委託〕
①県職員向け手話講習会の開催(4回)、県職員向け
筆談講習会の開催(4回)、障害福祉課内での手話講
座の開催(週2回)

①行政、企業、市民団体等が開催する手話講
座、筆談講座への講師の派遣

①県職員向け手話講習会、筆談講習会の開催、
障害福祉課内での手話講座の開催

・県は、市町村及び関係団体
と協力して、障害の特性に応
じたコミュニケーション手段
に関する啓発及び学習の機会
を確保するよう努める。

①◆リーフレット等啓発資材の作成
②◆視覚情報のユニバーサルデザイ
　　ンガイドブックの普及
③◆シンポジウムや講演会、体験会
　　やワークショップ等の開催
④◆避難所等で活用できるコミュニ
　　ケーション支援アプリの運用
⑤◆行政、企業、市民団体等が開催
　　する手話講座、要約筆記・筆談
　　講座への講師の派遣（再掲）
⑥◆障害の特性を学ぶ講座への講師
　　の派遣
⑦◆障害の特性に応じた介助者研修
　　会の開催
⑧◆意思疎通支援が必要な人及びそ
　　の支援者へのＩＣＴ機器の活用
　　支援

第１５条
・国及び地方公共団体は、障害
者による情報の十分な取得及び
利用並びに円滑な意思疎通の重
要性に関する国民の関心と理解
を深めるよう、障害者による情
報取得等に資する機器等の有用
性、障害者による円滑な意思疎
通において意思疎通支援者が果
たす役割等に関する広報活動及
び啓発活動の充実その他の必要
な施策を講ずる。

第１１条
・国及び地方公共団体は、機
器・サービスの開発提供への助
成、規格の標準化、障害者・介
助者への情報提供・入手支援そ
の他必要な施策を講ずる。
第１１条
・国及び地方公共団体は、機器
等の利用方法習得のための取組
（居宅支援、講習会、相談対応
等）、当該取組を行う者への支
援による必要な施策を講ずるよ
う努める。

①コミュニケーション支援アプリチラシの増刷［新
規］
　対　象：一般
　増刷数：70,000部
　配布先：市町村、市町村社協、障害関係団体、
    防災関係団体、県内特別支援学校、ヘルプ
    マーク普及パートナーシップ登録事業者　等
②視覚情報のユニバーサルデザインガイドブックを
関係機関へ配布の上、県Webページに掲載するとと
もに希望者へ配布
③交流セミナーの開催
　対象：一般
　参加者数：会場107名、動画視聴回数147回

④避難所等で活用できるコミュニケーション支援ア
プリの運用、表示項目（コンビニ・スーパー）の追
加
ダウンロード数：10,177（2024年4月30日時点 ）
⑤行政、企業、市民団体等が開催する手話講座、筆
談講座への講師の派遣(39回)
〔愛知県聴覚障害者協会委託〕(再掲)
⑤県職員向け手話講習会の開催(4回)、県職員向け
筆談講習会の開催(4回)、障害福祉課内での手話講
座の開催(週2回朝礼時)(再掲)
⑥県政お届け講座へ講師を派遣(2回)
⑦交流セミナー、企業向け「障害者雇用促進セミ
ナー」内で各種障害の特性と必要な配慮を紹介
⑧ICTサポートセンターを設置・運営し、ICTに関す
る利用相談・情報提供及びICT講習会等を実施
　利用相談：2,716件
　ICT講習会：255回

②視覚情報のユニバーサルデザインガイドブックの
改定及び関係機関へ配布の上、県Webページに掲載
するとともに希望者へ配布
③交流セミナーの開催（2024年９月22日）
　対象：一般
　場所：ウインクあいち大ホール
　参加者数：会場225名、動画視聴回数225回
  障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関
するセミナーの開催

③市町村職員向け避難所コミュニケーションセミ
ナーの開催（2024年11月22日）
　場所：愛知県自治センター
　参加者数：57名
　障害のある方々が災害時に避難所で必要な情報を
得られやすくする取組等を紹介し、避難所における
情報格差の解消を図ることを目的として開催。

④避難所等で活用できるコミュニケーション支援ア
プリの運用、表示項目（交通機関）の追加
ダウンロード数：12,777（2025年4月30日時点）

⑤行政、企業、市民団体等が開催する手話講座、筆
談講座への講師の派遣(29回)
〔愛知県聴覚障害者協会委託〕(再掲)
⑤県職員向け手話講習会の開催(4回)、県職員向け
筆談講習会の開催(4回)、障害福祉課内での手話講
座の開催(週2回)(再掲)
⑥県政お届け講座へ講師を派遣(2回)
⑦交流セミナーで各種障害の特性と必要な配慮を紹
介
⑧ICTサポートセンターを設置・運営し、ICTに関す
る利用相談・情報提供及びICT講習会等を実施
　利用相談：2,485件
　ICT講習会：156回

① 障害のある方々の避難所における情報格差の
解消を目的とした普及啓発小冊子の作成及び配
布［新規］
  作成数：2000部（予定）
　配布先（予定）：
・県内54市町村福祉部局及び防災部局
・県内市町村社会福祉協議会
①②視覚情報のユニバーサルデザインガイド
ブックを関係機関へ配布の上、県Webページに掲
載するとともに希望者へ配布
③交流セミナーの開催（10月13日予定）
　対象：一般
　場所：総合校舎スパイラルタワーズ

④避難所等で活用できるコミュニケーション支
援アプリの運用、改修

⑤行政、企業、市民団体等が開催する手話講
座、筆談講座への講師の派遣(再掲)
⑤県職員向け手話講習会、筆談講習会の開催、
障害福祉課内での手話講座の開催(再掲)
⑥県政お届け講座へ講師を派遣
⑦交流セミナーで各種障害の特性と必要な配慮
を紹介
⑧ICTサポートセンターを設置・運営し、ICTに
関する利用相談・情報提供及びICT講習会等を実
施
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第１０条（人材の養成等）

県は、意思疎通を支援する者
が確保されるよう、市町村及
び関係団体と協力して、支援
者の養成等行うよう努める。

第１３条第１項
国及び地方公共団体は、医療、
介護、保健、福祉、教育、労
働、交通、電気通信、放送、文
化芸術、スポーツ、レクリエー
ション、司法手続その他の障害
者が自立した日常生活及び社会
生活を営むために必要な分野に
おいて、障害者がその必要とす
る情報を十分に取得し及び利用
し並びに円滑に意思疎通を図る
ことができるようにするため、
意思疎通支援者の確保、養成及
び資質の向上その他の必要な施
策を講ずる。

①◆聴覚障害者情報提供施設への運
　　営助成
②◆視覚障害者情報提供施設（点字
　　図書館（明生会館））の設置・
　　運営
③◆専門性の高い意思疎通支援者の
　　養成及び人材の定着、派遣の実
　　施
④◆遠隔手話サービスの提供による
　　意思疎通支援体制の強化
⑤◆点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成
　　等、社会参加推進事業の実施

第１１条（情報の発信等）

県は、県政に関する情報を取
得することができるよう、障
害の特性に応じたコミュニ
ケーション手段を利用して情
報発信に努める。

第１４条
国及び地方公共団体は、障害者
に情報を提供するに当たって
は、その障害の種類及び程度に
応じてこれを行うよう配慮す
る。

①◆点字広報あいち、声の広報あい
　　ち、広報あいち・点字広報あい
　　ちの音声コード版の発行、福祉
　　ガイドブックの点字版や音声版
　　の発行
②◆県が作成する各種リーフレット
　　等への音声版や音声コードの添
　　付
③◆県公式Webサイト（ネットあい
　　ち）の総務省「みんなの公共サ
　　イト運用ガイドライン」に基づ
　　く運用
④◆県広報番組への字幕付与、手話
　　通訳者の配置
⑤◆知事記者会見における手話通訳
　　者の配置
⑥◆障害福祉課における手話通訳者
　　の設置
⑦◆聴覚障害者・発達障害者への筆
　　談（文字や実物または絵図の提
　　示）対応
⑧◆視覚情報のユニバーサルデザイ
　　ンに配慮した情報発信の推進
⑨◆公共機関における手話通訳者の
　　職員採用の推進
⑩◆ＩＣＴサポートセンターの運営

①点字広報あいち、声の広報あいち、広報あい
ち・点字広報あいちの音声コード版の発行
福祉ガイドブックの点字版や音声版の発行
②視覚障害者が生活する上で必要となる情報を
提供する印刷物について、各市町村、県庁内各
局に対し、音声コード、点字版の作成等、障害
者の求めに応じた合理的配慮を促す。
③Webアクセシビリティに配慮したWebページ作
りを行う。県公式Webサイトに、文字の拡大、音
声読み上げ、ふりがな表示及び背景色の変更機
能を備える。
また、より幅広い対応が可能で、直感的に操作
可能なWebサイト閲覧支援ツールを新たに導入
し、Webアクセシビリティの強化を行う。
④県広報番組への字幕付与、手話通訳者の配置
⑤知事記者会見における手話通訳者の配置、要
約筆記の付与
⑥障害福祉課における手話通訳者の設置
　設置人数：1名
⑦県職員向け手話・筆談講習会を実施し、職員
の資質の向上を図る(再掲)
⑧カラーユニバーサル普及キャラバン隊事業の
実施
　県Webページに普及キャラバン隊事業の活動を
掲載
⑨設置手話通訳者未設置市町村に対し、設置の
働きかけを実施
⑩ICTサポートセンターを設置・運営し、ICTに
関する利用相談・情報提供及びICT講習会等を実
施（再掲）

①点字広報あいち、声の広報あいち、広報あいち・
点字広報あいちの音声コード版の発行
福祉ガイドブックの点字版や音声版の発行
②視覚障害者が生活する上で必要となる情報を提供
する印刷物について、各市町村、県庁内各局に対
し、音声コード、点字版の作成等、障害者の求めに
応じた合理的配慮を促した。
③Webアクセシビリティに配慮したWebページ作りを
行う。県公式Webサイトに、文字の拡大、音声読み
上げ、ふりがな表示及び背景色の変更機能を備え
る。
④県広報番組への字幕付与、手話通訳者の配置
⑤知事記者会見における手話通訳者の配置
（47回）、要約筆記の付与（46回）
⑥障害福祉課における手話通訳者の設置
　設置人数：1名
⑦県職員向け筆談講習会を実施し、職員の資質の向
上を図る（4回）(再掲)
⑧カラーユニバーサル普及キャラバン隊事業の実施
　県Webページに普及キャラバン隊事業の活動を掲
載
  回数：3回
　参加者数：62名（市町村職員等）
⑨設置手話通訳者未設置市町村に対し、設置の働き
かけを実施
⑩ICTサポートセンターを設置・運営し、ICTに関す
る利用相談・情報提供及びICT講習会等を実施
  利用相談：2,485件
　ICT講習会：156回（再掲）

①点字広報あいち、声の広報あいち、広報あいち・
点字広報あいちの音声コード版の発行
　福祉ガイドブックの点字版や音声版の発行

②視覚障害者が生活する上で必要となる情報を提供
する印刷物について、各市町村、県庁内各局に対
し、音声コード、点字版の作成等、障害者の求めに
応じた合理的配慮を促した。
③Webアクセシビリティに配慮したWebページ作りを
行う。県公式Webサイトに、文字の拡大、音声読み
上げ、ふりがな表示及び背景色の変更機能を備え
る。
④県広報番組への字幕付与、手話通訳者の配置
⑤知事記者会見における手話通訳者の配置（93
回）、要約筆記の付与（44回）
⑥障害福祉課における手話通訳者の設置
　設置人数：1名
⑦県職員向け筆談講習会を実施し、職員の資質の向
上を図る（4回）(再掲)
⑧カラーユニバーサル普及キャラバン隊事業の実施
　県Webページに普及キャラバン隊事業の活動を掲
載
　回数：5回
　参加者数：160名（市町村職員等）
⑨設置手話通訳者未設置市町村に対し、設置の働き
かけを実施
⑩ICTサポートセンターを設置・運営し、ICTに関す
る利用相談・情報提供及びICT講習会等を実施
　利用相談：2,716件
　ICT講習会：255回（再掲）

①聴覚障害者情報提供施設（あいち聴覚障害者
センター）への運営助成
　助成先：（一社）愛知県聴覚障害者協会
②視覚障害者情報提供施設（点字図書館（明生
会館））の設置・運営
指定管理者：（社福）愛知県盲人福祉連合会
③手話通訳者等意思疎通支援者の養成講習会及
び派遣事業の実施、頸肩腕障害検診の実施

④手話通訳者等の派遣が困難な場合に備え、遠
隔手話サービス用タブレットをセンター用1台、
利用者用4台運用、会議等への遠隔要約筆記の派
遣

⑤点訳奉仕員、朗読奉仕員養成事業の実施、愛
知県障害者社会参加推進センターを設置・運営
し、障害者社会参加推進関係団体に対する助
言・援助の実施

①聴覚障害者情報提供施設（あいち聴覚障害者セン
ター）への運営助成
　助成先：（一社）愛知県聴覚障害者協会
②視覚障害者情報提供施設（点字図書館（明生会
館））の設置・運営
　指定管理者：（社福）愛知県盲人福祉連合会
③手話通訳者等意思疎通支援者の養成講習会及び派
遣事業の実施、頸肩腕障害検診の実施
・手話通訳者等意思疎通支援者の養成及び派遣

・行政機関への手話通訳者の配置
　（県、41市町村）
・頸肩腕障害検診の実施（51人）

④手話通訳者等の派遣が困難な場合に備え、遠隔手
話サービス用タブレットをセンター用1台、利用者
用17台運用、会議等への遠隔要約筆記の派遣

⑤点訳奉仕員、朗読奉仕員養成事業の実施、愛知県
障害者社会参加推進センターを設置・運営し、障害
者社会参加推進関係団体に対する助言・援助の実施
　点訳奉仕員養成研修：修了者　4人
　朗読奉仕員養成研修：修了者　3人

①聴覚障害者情報提供施設（あいち聴覚障害者セン
ター）への運営助成
　助成先：（一社）愛知県聴覚障害者協会
②視覚障害者情報提供施設（点字図書館（明生会
館））の設置・運営
　指定管理者：（社福）愛知県盲人福祉連合会
③手話通訳者等意思疎通支援者の養成講習会及び派
遣事業の実施、頸肩腕障害検診の実施
・手話通訳者等意思疎通支援者の養成及び派遣

・行政機関への手話通訳者の配置
　（県、41市町村）
・頸肩腕障害検診の実施（44人）

④手話通訳者等の派遣が困難な場合に備え、遠隔手
話サービス用タブレットをセンター用1台、利用者
用17台運用、会議等への遠隔要約筆記の派遣

⑤点訳奉仕員、朗読奉仕員養成事業の実施、愛知県
障害者社会参加推進センターを設置・運営し、障害
者社会参加推進関係団体に対する助言・援助の実施
　点訳奉仕員養成研修：修了者　5人
　朗読奉仕員養成研修：修了者　2人

派遣事業
2024年度

研修修了者数
2025年4月1日

登録者数 実施自治体数

手話通訳者 20 198 県、54市町村
要約筆記者 16 58 県、51市町村
盲ろう者向け
通訳・介助員

6 129 県、1市

失語症者向け
意思疎通支援者

25 94 県、1市

養成研修事業派遣事業
2023年度

研修修了者数
2024年4月1日
登録者数

実施自治体数

手話通訳者 25 186 県、54市町村
要約筆記者 10 59 県、51市町村
盲ろう者向け
通訳・介助員

7 130 県、1市

失語症者向け
意思疎通支援者

15 79 県、1市

養成研修事業
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手話言語・障害者コミュニ
ケーション条例

 障害者情報アクセシビリティ
コミュニケーション施策推進法の
規定

 あいち障害者福祉プラン2021-2026
 計画期間の取組項目

2023年度（実績） 2024年度（実績） 2025年度（計画）

「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション支援」に関する取組一覧（2023年度～） 資料１

第１１条（情報の発信等）つづき

県は、災害その他非常の事態
の場合において必要な情報を
取得することができるよう、
市町村その他関係機関と連携
して、障害者の家族及び支援
者の協力を得つつ、障害の特
性に応じたコミュニケーショ
ン手段を利用した連絡体制の
整備に努める。

第１２条
・国及び地方公共団体は、障害
の種類及び程度に応じて障害者
が防災及び防犯に関する情報を
迅速かつ確実に取得することが
できるようにするため、体制の
整備充実、設備又は機器の設置
の推進その他の必要な施策を講
ずる。

・国及び地方公共団体は、障害
の種類及び程度に応じて障害者
が緊急の通報を円滑な意思疎通
により迅速かつ確実に行うこと
ができるようにするため、多様
な手段による緊急の通報の仕組
みの整備の推進その他の必要な
施策を講ずる。

①◆障害の特性に応じた連絡体制の
　　整備状況の把握
②◆障害の特性に応じた避難準備情
　　報等の提供や避難支援体制の整
　　備
③◆聴覚・言語機能障害者の火災・
　　救急の緊急通報システム
　　「Net119」の利用促進

①災害時情報連絡体制の市町村調査の実施

②総合防災訓練への聴覚障害者団体の参加
　【３団体】
②手話通訳者等の派遣が困難な場合に備え、遠隔手
話サービス用タブレットをセンター用1台、利用者
用17台運用

③「Net119」について聴覚・言語機能障害者へ広く
周知し、積極的な活用を推進
Net119登録者数　2,155人

①災害時情報連絡体制の市町村調査の実施

②総合防災訓練への聴覚障害者団体の参加
【２団体】（台風第10号の影響により中止）
②手話通訳者等の派遣が困難な場合に備え、遠隔手
話サービス用タブレットをセンター用1台、利用者
用17台運用
③「Net119」について聴覚・言語機能障害者へ広く
周知し、積極的な活用を推進
Net119登録者数　2,441人

①災害時情報連絡体制の市町村調査の実施

②総合防災訓練への聴覚障害者団体の参加
②手話通訳者等の派遣が困難な場合に備え、遠
隔手話サービス用タブレットをセンター用1台、
利用者用4台運用

③「Net119」について聴覚・言語機能障害者へ
広く周知し、積極的な活用を推進

第１２条（事業者に対する協力）

県は、事業者が行う活動を支
援するため、団体と協力し
て、必要な情報の提供に努め
る。

第１３条
国及び地方公共団体は、医療、
介護、保健若しくは福祉に係る
サービスを提供する者、学校の
設置者、事業主、交通施設（移
動施設を含む。）を設置する事
業者、電気通信若しくは放送の
役務を提供する事業者又は文化
芸術施設、スポーツ施設若しく
はレクリエーション施設の管理
若しくは運営を行う者が行う障
害者による情報の十分な取得及
び利用並びに円滑な意思疎通の
ための取組を支援するために必
要な施策を講ずるよう努める。

①◆行政、企業、市民団体等が開催
　　する手話講座、要約筆記・筆談
　　講座への講師の派遣（再掲）

①行政、企業、市民団体等が開催する手話講座、筆
談講座への講師の派遣(39回)〔愛知県聴覚障害者協
会委託〕(再掲)

①行政、企業、市民団体等が開催する手話講座、筆
談講座への講師の派遣(29回)〔愛知県聴覚障害者協
会委託〕(再掲)

①行政、企業、市民団体等が開催する手話講
座、筆談講座への講師の派遣(再掲)

第１３条（調査の実施）

県は、施策の策定及び実施に
必要な情報の収集等の調査を
行うよう努める。

第１６条
国及び地方公共団体は、障害者
による情報の取得及び利用並び
に意思疎通に関する調査及び研
究を推進し、その成果の普及に
努める。 －

・災害時情報連絡体制の市町村調査の実施
 （再掲）
・県内障害者アート展覧会の開催情報収集及びあい
ちアールブリュットのホームページ、フェイスブッ
ク、ツイッターでの情報発信

・災害時情報連絡体制の市町村調査の実施
 （再掲）
・県内障害者アート展覧会の開催情報収集及びあい
ちアールブリュットのホームページ、フェイスブッ
ク、Xでの情報発信

・災害時情報連絡体制の市町村調査の実施
 （再掲）
・県内障害者アート展覧会の開催情報収集及び
あいちアールブリュットのホームページ、フェ
イスブック、Xでの情報発信
・次期あいち障害者福祉プランの策定に向けた
基礎調査を実施。（調査期間：10月から11月頃
予定）（再掲）
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